
業者名 指名停止等理由 事実の概要

（株）レイメイ藤井 R8.6.23 ～ R8.8.22

工事請負等契約の履行に当たり、
第２号に掲げる場合のほか、契約
に違反し工事請負等契約の相手方
として不適当であると認められる
とき、又は正当な理由がなく契約
を締結しないとき。

（株）レイメイ藤井　八代営業所は、令和８年６月１９日に実施した
教育政策課発注の「授業支援ソフトライセンス使用料」の入札におい
て、最低価格にて落札したにもかかわらず、入札金額の誤り（同日入
札の別案件の入札金額での提出）を理由に契約辞退届が提出された。
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